
（
広
告
）

（
広
告
）

平成25年７月1日号 22

本庄市長

しんげの
一言メッセージ市長コラム

本
庄
総
合
公
園
修
景
池
の
蓮

の
花
が
見
頃
で
す

　今回制定された本市の条例では、まず空き家等の管
理者に対して適正な管理を義務付けました。その上で、
管理不全と思われる空き家等があった場合、市は調査
を行い、明らかに管理不全と認められれば所有者に通
知し、所有者の責任において補修、あるいは解体して
更地に、あるいは雑草除去などを行って危険のない状
態にするなど、必要な措置について指導、勧告を行う
ものと定めました。なお、所有者不明で特に危険性の
ある空き家等については市が必要最低限の応急措置を
講じ、また事情により手続き等が困難な人については、
所有者の費用負担を前提に、市が必要な措置を代行す
ることも出来るようにしました。そして、市の指導や
勧告に応じない所有者には、期限を決めて必要な措置
を命令し、さらにその命令に従わないときは所有者の
氏名の公表などのペナルティを課すことになります。
　防災、防犯、衛生面など市民の安全・安心、さらに
は景観の美化保全を、この条例制定により推進してま
いりたいと考えます。皆様のご理解とご協力をよろし
くお願いいたします。

　市では、この度、「本庄市空き家等の適正管理に関す
る条例」を市議会の同意をいただき制定しました。こ
の条例は10月から施行されます。
　市内には、老朽化し管理不全と思われる空き家や、
雑草の繁茂した管理不全の空き地が数多く存在します。
これまで、市役所に市民の皆様から「不審者が侵入す
るのでは」「火災の恐れがある」「倒壊しそうで危険」「景
観を損ねており見苦しい」などの苦情相談がたびたび
寄せられていました。昨年10月に市が実施した「空き
地・空き家の状況把握に関するアンケート調査」にお
いても、６割の市民の皆様が近所に空き家・空き地（以
下「空き家等」と表記）があると回答し、そのうち６
割を超える人がその状態に問題を感じていると回答さ
れています。多くの市民の皆様が空き家等の問題を深
刻に受け止めておられることが改めて裏付けられました。
　日本全体が人口減少となる中、各地でこのような管
理不全の空き家等が増加することが懸念されています。
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ら
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９
９
７
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友
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。

　

蓮
の
花
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。
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３
７

 　
「
今
年
の
サ
マ
ー
ジ
ャ
ン
ボ
宝

く
じ
の
賞
金
は
、
１
等
・
前
後
賞

合
わ
せ
て
５
億
円
。」
１
等
・
３
億

円
×
26
本
。
前
後
賞
各
１
億
円
×

52
本
。
２
０
０
０
万
サ
マ
ー
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発
売
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す
。

発 

売
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８
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２
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こ
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宝
く
じ
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収
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町
村
の
明
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ま
ち
づ

く
り
に
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わ
れ
ま
す
。

★ 

（
公
財
）
埼
玉
県
市
町
村
振
興

協
会
☎
０
４
８―

８
２
２―

５

０
０
４

　

セ
ル
デ
ィ（
児
玉
中
央
公
民
館
・

児
玉
文
化
会
館
・
図
書
館
児
玉
分

館
）
は
、
８
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ナ
ン
ス
の
た
め
臨
時
休
館
と
し
ま

す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。
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８
５
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又
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仮
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児
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き
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。
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８
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管理不全な空き家・空き地の課題に取り組みます
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滞
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催
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ど
も
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育
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（
園
）
に
預

け
た
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護
者
は
、
前
年
の
世
帯
の

所
得
税
等
に
よ
り
決
定
し
た
保
育

料
を
納
付
す
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こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

市
で
は
、
保
育
所
（
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育
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試
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」
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催

日
時　

８
月
６
日
㈫
〜
11
日
㈰　

　

午
前
９
時
〜
午
後
８
時

※
演
奏
は
、
１
人
に
つ
き
１
時
間

ま
で
で
す
。

会
場　

セ
ル
デ
ィ

定
員　

50
人
程
度
（
先
着
順
）

費
用　

無
料

応 

募
資
格　

ピ
ア
ノ
演
奏
の
好
き

　

核
兵
器
の
な
い
平
和
な
世
界
の

実
現
へ
の
思
い
を
伝
え
る
た
め
、

次
の
と
お
り
パ
ネ
ル
展
を
開
催
し

ま
す
。

日 

時　

７
月
３
日
㈬
〜
10
日
㈬　

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時
15

分
会
場　

市
役
所
１
階
市
民
ホ
ー
ル

★
秘
書
広
報
課
☎
㉕
１
１
５
４

「
地
域
の
医
療
と
健
康
を
考
え

る
会
」
講
演
会
を
開
催

前
原
児
童
セ
ン
タ
ー「
工
作
教
室
」

を
開
催

日 

時　
７
月
21
日
㈰　

午
後
２
時
〜

５
時

※
受
付
開
始
は
、
午
後
１
時
40
分

か
ら

会 

場　

早
稲
田
リ
サ
ー
チ
パ
ー
ク・

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー

講 

師　

大
澤　

誠　

氏
（
大
井
戸

診
療
所
院
長
）

演 
題　

認
知
症
の
人
が
住
み
慣
れ

た
地
域
で
暮
ら
し
続
け
る
た
め
に

内 

容　

人
口
21
万
人
、
高
齢
化
率

21
％
、
推
定
認
知
症
高
齢
者
数

４
、
４
０
０
人
の
伊
勢
崎
市
で
、

認
知
症
の
診
断
と
治
療
を
比
較
的

専
門
と
す
る
医
療
機
関
を
中
心
に
、

発
足
し
た
『
伊
勢
崎
認
知
症
の
医

療
と
ケ
ア
を
考
え
る
会
』
の
活
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内
容

他 

演
者

　

・ 

中
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氏
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大
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地

　

ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
と
紙
ね
ん
ど
で

パ
フ
ェ
を
作
り
ま
し
ょ
う
。

日
時　
７
月
23
日
㈫　
午
前
10
時
〜

対
象　

小
学
生

定
員　

10
人
（
先
着
順
）

費
用　

１
０
０
円
（
当
日
集
金
）

※
当
日
は
、
汚
れ
て
も
よ
い
服
装

で
来
て
く
だ
さ
い
。

申 

込　

７
月
13
日
㈯
午
前
９
時
か

ら
電
話
又
は
直
接
左
記
へ

★ 

前
原
児
童
セ
ン
タ
ー
☎
㉑
９
８

２
０

　

埼
玉
県
で
は
、
冷
房
の
使
用
に

よ
り
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
量
が
増

大
す
る
夏
に
、
省
エ
ネ
で
地
球
温

暖
化
防
止
を
呼
び
掛
け
る
「
夏
の

ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
」

を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

当
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
の
一
環
と
し

て
、
簡
単
な
チ
ェ
ッ
ク
シ
ー
ト
で

一
日
省
エ
ネ
生
活
に
取
り
組
む

「
エ
コ
ラ
イ
フ
Ｄ
Ａ
Ｙ
埼
玉
２
０

１
３
（
夏
）」
と
、
７
月
と
８
月
の

家
庭
の
電
気
と
ガ
ス
の
使
用
量
の

削
減
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
す
る
「
家
庭

の
電
気
・
ガ
ス
ダ
イ
エ
ッ
ト
」
を

実
施
し
て
い
ま
す
。

　

そ
れ
ぞ
れ
の
参
加
用
紙
は
エ
コ

タ
ウ
ン
推
進
室
（
市
役
所
４
階
）

及
び
環
境
産
業
課
（
総
合
支
所
仮

庁
舎
）
で
配
布
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
夏
も
無
理
の
な
い
節
電
・

省
エ
ネ
に
取
り
組
み
ま
せ
ん
か
。
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埼
玉
県
温
暖
化
対
策
課
☎
０
４

８―

８
３
０―

３
０
３
８

料
の
支
払
い
能
力
が
あ
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
納
付
に
応
じ
な
い
滞
納

者
に
対
し
て
、
差
押
え
等
滞
納
処

分
を
前
提
と
し
た
取
り
組
み
を
強

化
す
る
こ
と
と
し
、
自
主
納
付
に

応
じ
な
い
場
合
は
差
押
え
等
滞
納

処
分
を
行
い
ま
す
。

★ 

子
育
て
支
援
課
☎
㉕
１
１
２
８
、

債
権
回
収
対
策
室
☎
㉕
１
１
８

８

な
人

※
中
学
生
ま
で
は
、
保
護
者
又
は

代
理
人
の
付
き
添
い
が
必
要
で
す
。

申 

込　

７
月
29
日
㈪
か
ら
電
話
又

は
直
接
左
記
へ

★
セ
ル
デ
ィ
☎
72
８
８
５
１

域
認
知
症
ケ
ア
サ
ポ
ー
ト
ネ
ッ

ト
推
進
会
議
副
代
表
幹
事
）

　

・ 

認
知
症
と
あ
ゆ
む
熊
谷
家
族

の
会
会
員

対 

象　

本
庄
市
・
児
玉
郡
内
在
住
・

在
勤
・
在
学
者

定 

員　

１
０
０
人
程
度
（
多
数
の

場
合
抽
選
）

費
用　

無
料

申 

込　

７
月
16
日
㈫
ま
で
に
、
住

所
・
氏
名
・
年
齢
・
連
絡
先
（
電

話
番
号
又
は
メ
ー
ル
ア
ド
レ

ス
）
を
記
入
の
う
え
フ
ァ
ッ
ク

ス
又
は
電
話
で
左
記
へ

★ 

（
公
財
）
本
庄
早
稲
田
国
際
リ

サ
ー
チ
パ
ー
ク
☎
㉔
７
４
５
５
・

Ｆ

㉔
７
４
６
５

催　

し


